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2E04 ライフサ ィェ ンス研究者の 直面している「矢口的財産問題」の 調査 
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 1. アンケートの 実施 

政府の「知的財産の 創造、 保護、 活用に関する 推進計画」やその 改訂版であ る「知的財産推進計画 2004 」に象徴 

されるよ う に、 知的財産制度の 改革が急ピッチで 進められている。 そのような中、 新しい技術シーズの 担い手とし 

て 、 大学の科学技術研究に 大きな期待が 寄せられ、 学内組織の「知的財産本部」 や、 「Ⅲ』 0 」 ( ℡ chnolo 穿 L № ens 血 g 

Organization; 技術移転機関。 多くの国立大学法人において 学覚組織として 設立されている ) の活動により、 大学 

で 生まれた技術の 社会での利用促進が 試みられている 1 。 

このような中、 大学における 研究の現場では、 知的財産をめぐってどのような 問題が生じ、 研究者はどのような 

状況に置かれているのだろうか。 我々は、 ライフサイェンス、 特にゲノム分野の 研究に携わる 研究者を対象として 

アンケート調査を 行った。 アンケート実施概要は、 下記のとおりであ る。 

生命科学研究者に 対するアンケート 
表 ] 知的財産について 問題を抱えたときまたは 疑問 
があ った場合、 誰に相談しているか 

の 実施概要 
・ 2004 年 8 月「 8 一 20 日、 科学研究 俺 補助金・特定 頷 

域 研究「ゲノム 4 領域」 班会乙 ( 神戸・ポートピアホ テ 
ル ) にて実施。 

    
・回答者 172 名。 
・ 所仁が 確認できた 132 名のうち、 130 名が大学・ 公 

的 研究機関所 仁 、 企業は 2 名のみ。 

          

f その他 9% 13% 7% 2% 

2. 研究者を取り 巻く現状 

研究者は、 知的財産に関する 問題を、 どのような手段で 解決しているのだろうか。 知的財産について 誰に相談す 

るかを尋ねた 設問 ( 表 1) では、 研究室の統括者であ る教授と、 それ以外の人々の 間で、 相談相手に大きな 差異が 

見られた。 教授については、 研究室内の人には 相談せず、 TLO や知的財産本部などのスタッフ、 あ るいは学覚の 弁 

理 士などに相談しているケースが 多いが、 教授以外のスタッフや 学生は、 研究室内の人に 相談する割合が 高かった。 

これは、 研究室において、 スタッフや学生はその 研究室の教授に 相談し、 教授が研究室外の 人に相談する、 という 

コミュニケーションパターンが 存在しているためであ ると考えられる。 大学で生まれた 発明を成功裏 に権 利化する 

ためには、 発明に関する   清朝をみだりに 研究室外に持ち 出さないという 情報管理が必要であ るが、 この結果は 、 多 

くの研究室において 教授の統括の 下で情報管理が 行われていることの 証左であ ろう。 

知的財産の専門家をどこに 配置すべきかを 問 うた 設問 ( 表 2) では、 大学全体の専属スタッフの 形で配置するこ 

とを望んでいる 人の割合が高く、 研究室や学部などの 小さいユニットにスタッフを 配置するよりも、 全学的な単位 

を 扱うスタッフが 望まれている。 ただし、 学生の場合は、 研究室内の人に 相談する割合が 特に高いため、 研究室内 

に 専属スタッフを 求めている人の 割合が、 教授やそれ以外のスタッフよりも 高くなっている。 

この分野 ( ゲノム関連分野 ) の知的財産を 扱 う 専門家が備えるべき 資質 ( 表 3) については、 現役のゲノム 研究 

者であ ることを要求している 人は少ないが、 ゲノム分野の 研究経験があ ることが必要だとする 意見が多数派であ っ 

た 。 知的財産専門スタッフには、 研究内容を正確に 理解してほしい、 という切なる 希望の顕れであ る。 一方で、 法 
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律や ビジネスに長けた 人材であ ることを要件に 挙げた人も、 相当数存在した。 

大学の発明を 製品化して社会に 還元するには、 大学から企業への 技術移転が必要であ り、 そのために TLO など   

0 組織が作られている。 発明をした研究者自身が 両者の間を っ ながないと、 技術移転がさまく 行かないという 見解 

もあ るが、 技術移転を誰が 担うべきかという 設問 ( 表 4) に対しては、 研究者本人ではなく、 TLO . コーディネ 一 

タ 一等の中間機能がそれを 担 う べしという意見が 多かった。 

研究活動を行う 上で知的財産について 困っていることを 自由記述形式で 問うた設問について、 回答を分類したと 

ころ、 表 5 のようになった。 「知識と情報の 不足」「体制の 不備」に次いで、 「特許の使用に 関する問題」を 挙げた 

研究者が多かった。 大学や公的研究機関においては、 生み出された 発明を企業に 移転するための 仕組みは整備され 

てきたが、 研究において 他人の特許権 を使用する際の 管理まで行っている 余裕はないのが 実情であ る。 

表 2 大学の研究室で 生まれた知的財産について 取り 表 3 大学の研究室で 生まれたゲノム 関連の知的付 
扱 う 専門家は・どのような 立場であ るべきだと思 うか 産は ついて取り扱う 耳門 家は 、 どのような 資 寅を持っ 

ているべきだと ，悪うか 

a 現役のゲノム 分野の研究者 8% 

b ゲノム分野の 研究経験のあ る 人 35% 

c ゲノム分野以覚でもかまわないが、 理 27% 

エ系 バックバラウンドの 人 

d 理工系であ る必要はないが、 法律や ビ 23% 
ジネスに長けている 人 

e その他 8% 

表 4 大学と企業の 間をつなぐ役割を 、 誰が担 50 表 5 研究活動を行う 上で、 知的財産について 
かもっとも適切だと 思うか 困っていること 

a その発明をした 研究者 6% 

bTLo. コーティネータ 一などの中間機能 69% 

c 大学内部の スタ 、 ソフ (a,b 以外 ) 10% 

d その発明を産業化する 企業のスタッフ 12% 

e それ以外の中間機能 7% 

3. 試験・研究の 例外規定をめぐって 

日本の特許法は、 69 条 1 項において「特許権 の効力は、 試験又は研究のためにする 特許発明の実施には、 及ばな 

い」 と定めている。 この「試験又は 研究」が何を 指すかについては、 諸説あ る。 染野啓子氏の 論考 2 に ょ れば、 「 試 

験 又は研究」に 該当するのは、 (D) 特許性調査、 (m) 機能調査、 (3) 改良・発展を 目的とする試験、 の 3 つのケースで 

あ り、 研究ツール ( 細胞 株 、 トランスジェニック・マウス、 ベクタ一など ) の使用はこれに 該当しないと 解釈され 

ている。 この解釈に従うと、 他者が特許権 を持っている 発明 ( 特許発明 ) を研究活動において 使用する場合は 、 特 

許 権 の効力が及ぶため、 権 利者から実施許諾を 受ける必要があ る 3 。 

しかしながら、 研究ツールの 使用を促進して 研究活動を活性 ィ 比するため、 「学術機関での 研究 ( 営利機関でな い ) 」 

「非商業的目的の 研究」「基礎研究 ( 応用研究でな い ) 」などの線引きに ょ り、 特許権 の効力範囲から 除外する対象 

を定めておくべきだという 見解があ る。 その場合に何を 除外対象とするかを 問 うた 設問 ( 表 6) では、 「学術機関の 
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非商業的目的の 研究」は効力範囲 外 とすべきであ り、 学術機関であ っても商業的目的の 研究の場合は 効力範囲内と 

すべし、 という答えが 過半数以上であ った。 

4. リサーチツール・コンソーシアム 

現在の我が国においては、 表 6 で挙げた選択肢のうち「 a 」の解釈が通説となっており、 企業だけではなく 大学・ 

公的研究機関の 研究活動においても、 他者が特許権 を保有する発明を 使用する際には、 権 利者から使用許諾を 受け 

る 必要があ る。 米国の特許法においては、 日本の特許法 69 条 1 項にあ たる試験・研究の 例外に関する 一般規定は 

存在せず、 判例上、 試験・研究の 例外はきわめて 限定的なものであ ると考えられている 4 。 米国では、 研究者を対象 

とした調査により、 事実上の試験・ 研究の例外が 存在するという 結果も報告されているが 5 、 一方で大学における 研 

究ツールの使用が 特許権 侵害であ ると 判 示されたケースも 出てきた 6 。 

このような中、 特許化された 発明を研究活動において 円滑に使用するための 仕組み ( リサーチツール・コンソー 

シアム ) を作るべきであ るという見解があ る 7 。 これは、 特許発明の集合体をリサーチツール・コンソーシアムが 管 

理してライセンス 許諾を行 う というものであ り、 いわば「研究ツールのコンビニエンス・ストアⅠのような 流通機 

構であ る。 このような仕組みの 必要性については、 72% の研究者が肯定するところとなっている ( 表 7) 。 

あ る分野のリサーチツールについて 先行特許の存否を 気にかけることなく 研究を推進できるようにするためには、 

コンソーシアムが 取り扱う特許発明の 範囲は、 保有する機関が 民間であ るか大学・公的研究機関であ るかにがかわ 

らず、 必要なツールをすべて 包含していることが 望ましい。 表 8 の結果もこの 考え方が多数派であ ることを示して 

いる。 しかしながら、 異なる複数の 機関が保有する 特許発明を管理する 組織を作るのには 大きな困難が 伴うもので 

あ り、 現在までに少数の 成功例 8 しか知られていないのが 美晴であ る。 したがって、 リサーチツール・コンソーシア 

ムを 構築するための 戦略としては、 第一段階として 大学・公的研究機関の 保有するツールで 成功例を作り、 それを 

基盤として次の 段階で企業の 参加を募る方法が 最適と考える。 

国立大学が 2004 年 4 月に法人化され、 現在は 、 多くの大学・ 公的研究機関において、 発明に関する 権 利は機関 

に帰属するものとなっている。 しかしながら、 すでにそれ以前から 存在している 特許は、 個人に帰属するものが 多 

い 9 。 そのため現在は、 個人帰属の発明と 機関帰属の発明が 混在する状況であ る。 

機関帰属の発明に 関しては、 理論上は 、 同じ大学に所属する 研究者が開発したリサーチツールであ れば、 学内で 

無償にて使用することができる ， 0 。 これを複数の 大学に拡大し、 それらの大学に 所属する研究者が 無償あ るいは 安 

価で リサーチツールを 利用しあ えるようにするとともに、 それらの大学に 所属しない研究者に 対しても、 一定の料 

金を払えば簡単な 手続きでリサーチツールの 使用を認める。 これが、 機関帰属のもとでのコンソーシアムの 基本 コ 

ンセプトとなる。 

個人帰属の発明に 関しては、 各研究者の判断により   コンソーシアムで 扱うかどうかを 決めることになる。 表 9 

にあ るよ う に、 研究者の中には「どのような 条件であ れ自らが権 利を保有する 特許発明を提供したくない」と 考え 

る人はほとんどおらず、 「自分も無償で 他の発明を使えるのであ れば、 無償で提供する」あ るいは「じゅうぶんな 金 

銭 的見返りがあ れば、 有償で提供する」と 考える人がほとんどであ った。 このような条件 ( 他の発明の使用が 可能 

であ ること、 じゅうぶんな 金銭的還元を 可能にすること ) を設定すれば、 コンソーシアムに 発明が集まるであ ろう。 

また、 ツールを使用するたびに、 当該ツールを 使用した旨をコンソーシアム 事務局に報告し、 使用頻度の高いリサ 

ーチツールがランク 付けされるという 制度にすれば、 研究者にとって、 コンソーシアムへの 参加意欲、 ならびに よ い 発明をコンソーシアムに 入れようとする 意欲が高まるであ ろ つ @ 

5. 結び 

今回の調査により、 ライフサイェンス 研究に携わる 研究者が、 研究成果の技術移転体制、 研究活動における 特許 

権 使用の円滑化といった 課題について、 現状でどのように 考えているかが 明らかになった。 表 5 に見られるとうに、 

研究活動を進める 上で、 知的財産に関し、 研究者は様々な 問題に直面している 11 。 これまでに、 国としての知的財 

産政策や、 組織としての 知的財産ポリシ 一に関する議論が 進められてきたが、 次の段階としては、 研究現場の目線 

から、 知的財産創出の 主役であ る研究者のニーズに 則して知的財産をめぐる 諸問題の具体的な 解決策を考える、 「 ラ 

ボラトリー・マネ 、 ジメント 学 」 12 とでもよぶべき 体系の構築が 必須であ る。 
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表 6 何を特許権 の効力の範囲から 除外すべき； 

[a@E@ow@tt@ttroa@roasBfl@s@ ， cfcs 。 ]@ i3<" ・ 

                                                                                                                                          16%) 
おける研究は、 すべて舛井杭の 効力の 亜 田 @ となるべさであ る 

c b に加えてさらに、 大宇や独立行政法人研究所などの 里 五 % 空 56% 
且 。 。 " 。 。 """ 韮甘圭竹 。 杓 。 """ 。 """" 。 " 。 。 市 
且 。 。 """""". 百 甘 Ⅰ 。 笘                                       

きであ る   

                                ぬ " 。 硅圭 。 特 """"" 6% 
した % 台のみ，その 特 井桁の効力 は ．ものよ 土 こなるべきであ る   

                                  " い 。 。 且 。 """"""' 

した % 台のみ、 その特打 桁 の効力 は、 迎 ようになるべきであ る   
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表 7 リサーテツール・コンソーシアムの 必要性 
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表 8 「リサーチ、 ソール，コンソーシアム」が 取り扱う特許 
発明の範囲は 以下のうちどれがよいと 思うか 

表 9 「リサーチ、 ソール・コンソーシアム」があ った場合、 
自らが権 利を持つ特許発明を 提供したいか 

a 大学・民間企業 ( 海外の機関も 含む ) など 55% 
すべての機関の 特許発明を扱うべき 

b 大学など学術機関の 特許発明のみを 扱 31% 
ぅ べき 

c 国の研究助成金などの 公的資金による 9% 

研究から生まれた 特許発明のみを 扱 う べき 

d いくつかの基盤的な 特許発明に限定すべ 2% 
き 

e その他 2% 

a 自分も他の特許発明を 無性で使用で 46% 
きるのであ れば、 無償で提供する 
b 自分にじゅうぶんな 金銭的見返りがあ 27% 
るのであ れば、 有億で 提供する 

c どのような条件であ れ、 提供したくない 2% 

d わからない 20% 

e その他 5% 
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きであ る。 
"  「特に問題がない」と 答えた研究者が 多数派であ ったが、 このこと自体が 知的財産に関する 問題意識の低さを 表しているとも 
考えられ、 手放しで喜べるものでないことは 明らかであ る。 
盤隅 藏の造語であ る。 
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